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2026年６月29日 

各  位 

会 社 名   JALCO ホールディングス株式会社 

代表者名   代表取締役社長 田辺 順一 

（東証スタンダード・コード 6625） 

問合せ先    管理本部長 櫻井 義郎 

                         電 話   03－3274－5240 

 

第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予

約権付社債」、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。)の発行

を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

  

記 

１．募集の概要 

〈本新株予約権付社債〉  

（１）払込期日 2026 年７月 15 日 

（２）新株予約権の総数 40 個 

（３）社債及び新株予約権 

の発行価額 

各本社債の金額は 125,000,000 円（各社債の額面金額 100 円に

つき金 100 円） 

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものと

する。 

（４）当該発行による潜在株式数 ・当初転換価額（327 円）における潜在株式数：15,290,400 株 

・下限転換価額（278 円）における潜在株式数：17,985,500 株 

（５）調達資金の額 5,000,000,000 円 

（６）転換価額及び転換価額の修正

条件 

当初転換価額：１株当たり 327 円 

東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の取締

役会決議日の前営業日の終値、直近１か月、直近３か月及び直

近６か月の各終値の単純平均値等を参考に、当社の直近の株価

推移、将来の成長可能性、資金調達の必要性、既存株主への影

響、並びに割当予定先との協議を踏まえて決定した。 

下方修正条項：2027 年９月末日を初回とし、半年に一度、直前

１か月平均株価が修正日に有効な転換価額を１円以上下回る場

合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。

但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下

に定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転

換価額とする。「下限転換価額」とは、当初転換価額×85％で

ある 278 円とする。 

（７）募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 
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（８）割当予定先 GP 上場企業出資投資事業有限責任組合（2,375,000,000 円） 

GP 上場企業出資 J 投資事業有限責任組合（2,625,000,000 円） 

（９）利率及び償還期日 利率：年率 0.5％ 

償還期日：2031 年７月 15 日 

（10）償還価額 額面 100 円につき金 100 円 

（11）その他 ①行使の条件 

本新株予約権の一部行使はできない。 

②期限前償還 

法令上許容される範囲で、組織再編、上場廃止、公開買付け

その他双方が別途合意する事由が生じた場合、未償還の本社債

の全部（一部は不可）を繰上げ償還するものとする。 

③譲渡制限 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社の取締役会の承

認を要する。 

④その他 

前各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を

条件とします。 

（注）本新株予約権付社債の発行要項を末尾に添付しております。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）募集の目的 

 当社グループは、長期的に安定した収益を見込める優良な賃貸用不動産の取得を成長戦略の基本方

針の一つとして掲げております。また、不動産事業に加え、系統用蓄電池事業その他の新規事業につ

いても、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する領域として検討及び推進しております。 

当社グループの主要事業である不動産事業においては、取得対象となる不動産を担保とした金融機

関借入を活用することが一般的であるものの、取得価額の全額を借入金で調達することは困難であ

り、取得の機動性及び交渉力を確保するためには、一定規模の自己資金及び手元流動性を確保する必

要があります。特に、当社グループが取得を検討する賃貸用不動産については、案件ごとに取得時

期、取得条件、金融機関借入の実行時期及び借入条件等が異なるため、投資機会を的確に捉えるため

には、あらかじめ資金余力を確保しておくことが重要であると考えております。 

また、系統用蓄電池事業においては、案件の取得、土地関連費用、系統連系関連費用、EPC・機器

調達費用、保証金その他の初期費用が発生する可能性があります。系統用蓄電池事業は、再生可能エ

ネルギーの導入拡大、電力需給の調整力確保及び電力市場の変化等を背景として、今後の成長が期待

される領域であり、当社グループとしても中長期的な収益機会の獲得に資する事業領域であると考え

ております。一方で、案件の取得又は開発にあたっては、用地取得、造成工事、設備調達、系統連系

に係る負担金等について、案件の進捗に応じて機動的に資金を投入できる体制を整えることが重要で

す。 

なお、当社は、2024 年８月 30 日に、賃貸用不動産の取得資金に充当することを目的として新株予

約権を発行しており、現時点において一部行使はあったものの 235,897 個（23,589,700 株）分の新株

予約権が未行使の状態で残存しております。当該新株予約権の転換価額は１株当たり 390 円であり、

全て行使された場合には約 92 億円の資金調達が可能となるものの、当社株価が当該転換価額を下回る

水準又は近接する水準で推移していること等により、現時点において行使は進捗しておりません。 
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そのため、当該新株予約権による資金調達については、今後の株価動向及び投資家の投資判断に左

右されるものであり、当社が取得を検討している不動産案件の取得時期及び資金需要に応じて、必要

な資金を確実に確保できるとは限らない状況にあります。 

また、2026 年３月末時点において、当社グループは現金及び預金を約 70 億円保有しております

が、当該手元資金には、株主配当金、既存事業の運転資金、既存借入金の返済資金、既に取得又は取

得を検討している不動産案件に係る自己資金、並びに新規事業の検討及び推進に必要となる資金等が

含まれております。そのため、当該手元資金の全額を新たな投資案件に充当することを前提とするこ

とは、当社グループの財務運営上、適切ではないと考えております。 

また、当社グループが取得を検討する賃貸用不動産は、案件ごとに取得時期、取得金額、金融機関

借入の実行時期及び条件等が異なり、取得機会が生じた際には、一定規模の自己資金を速やかに投入

できる体制を確保しておく必要があります。加えて、系統用蓄電池事業その他の新規事業において

も、案件の進捗に応じて初期費用や設備投資資金等が発生する可能性があります。 

かかる状況の中、当社は、当社グループの成長戦略を推進するため、賃貸用不動産の取得及び系統

用蓄電池事業に係る案件取得、開発、設備関連費用に充当する資金を確保することを目的として、本

新株予約権付社債による資金調達を行うことを決定いたしました。 

本資金調達は、社債発行時に一定規模の資金を一括して調達することにより、当社グループの成長

投資に必要な資金を確保しつつ、転換可能期間を 2027 年９月２日以降とすることで、発行直後に株

式の希薄化が生じない設計としております。また、将来的に本新株予約権付社債が当社普通株式に転

換された場合には、負債性資金から資本性資金へ移行し、自己資本の増強及び財務基盤の強化にも資

するものと考えております。 

以上の理由から、当社は、本新株予約権付社債による資金調達が、当社グループの成長投資に必要

な資金を確保し、事業機会を機動的に捉えるとともに、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に資

するものと判断しております。 

（２）他の資金調達方法との比較及び本新株予約権付社債を選択した理由 

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対して、本新株予約権付社債を第三者割当の方法によって

割り当てるものです。当社は、上記「(1) 募集の目的」に記載の資金調達を行うために、金融機関か

らの借入れ、普通社債の発行、公募増資、株主割当増資、第三者割当による新株式発行及び新株予約

権発行等の各種資金調達方法について検討いたしました。 

当社は、本新株予約権付社債の発行により、発行時点で必要資金を一括して確保することを重視し

ました。賃貸用不動産の取得及び系統用蓄電池事業に係る案件取得、開発、設備関連費用について

は、案件の進捗や相手方との交渉状況に応じて機動的な資金投入が必要となる可能性があります。そ

のため、将来の株価水準や新株予約権者による権利行使行動に左右される新株予約権のみの資金調達

ではなく、発行時点でまとまった資金を確実に調達できる新株予約権付社債を活用することが適切で

あると判断しました。 

また、本新株予約権付社債は、社債として発行時点で資金を一括して調達することができる一方、

転換可能期間を 2027 年９月２日からとすることで、発行直後の希薄化を回避することができます。

さらに、将来、当社普通株式への転換が行われた場合には、負債性資金から資本性資金へ移行し、自

己資本の増強及び財務基盤の強化が期待されます。 

本新株予約権付社債には、転換価額修正条項が付されております。具体的には、2027 年９月末日に

おいて、当該日直前１か月間の当社普通株式の終値の単純平均値の 100％に相当する金額に転換価額

が修正されます。ただし、当該修正は下方修正のみであり、上方修正は行われません。また、2027 年

９月末日を初回修正日とし、以後６か月に一度、各修正日の直前１か月間の当社普通株式の終値の単

純平均値に相当する金額まで転換価額が下方修正される可能性があります。ただし、当該修正後の転

換価額は、当初転換価額の 85％に相当する金額を下限としており、当該下限を下回って修正されるこ

とはありません。また、当該修正についても上方修正は行われません。 
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当社が上記の転換価額修正条項を設けた理由は、本新株予約権付社債の転換可能期間が 2027 年９

月２日から発行日より５年後までとされており、発行日から転換可能期間の開始まで一定の期間があ

ることから、当該期間中の株価動向を一定程度反映させる必要があるためです。また、転換価額を一

定の時点において、直前１か月間の終値の単純平均値を基準として修正することにより、特定の一時

点における株価変動の影響を過度に受けることなく、当社普通株式の市場価格を一定程度平準化して

反映することができるものと考えております。 

一方で、本新株予約権付社債の転換価額の修正は、2027 年９月末日を初回として６か月に一度の頻

度で行われるものにとどまります。そのため、本新株予約権付社債は、東京証券取引所の有価証券上

場規程等における、いわゆる MSCB 等のように、転換価額が短期間に頻繁に修正され得る商品設計と

は異なるものと判断しております。なお、金融商品取引法令上の開示においては、本新株予約権付社

債に転換価額修正条項が付されていることを踏まえ、企業内容等の開示に関する内閣府令（以下「開

示府令」といいます。）上の「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」に該当するものとして、

必要な記載を行っております。 

当社は、以下の「本資金調達の特徴」及び「他の資金調達方法との比較」に記載する点を総合的に

勘案した結果、本新株予約権付社債による第三者割当が、既存株主の利益に配慮しながら当社グルー

プの成長投資に必要な資金を確保しうる、現時点において適切な資金調達方法であると判断し、これ

を採用することを決定いたしました。 

 

（本資金調達の特徴） 

［メリット］ 

(ⅰ) 本新株予約権付社債の発行により、発行時点で一定規模の資金を一括して調達することが可

能となります。 

(ⅱ) 本新株予約権付社債は、転換可能期間が 2027 年９月２日から開始する設計であるため、発行

直後に株式の希薄化が生じるものではありません。 

(ⅲ) 本新株予約権付社債が将来当社普通株式に転換された場合には、自己資本の増強及び財務基

盤の強化が期待されます。 

(ⅳ) 本新株予約権付社債の転換価額には修正条項が付されているため、発行後に当社の株価が軟

調に推移した場合であっても、一定の時点において転換価額が修正されることにより、転換

が進む可能性があります。 

(ⅴ) 転換価額の修正は一定の時点に限定されており、日々又は短期間で連続的に修正されるもの

ではありません。また、修正下限も設定されているため、転換価額が無制限に下方修正され

るものではありません。 

［デメリット］ 

(ⅰ) 本新株予約権付社債は、発行時点においては会計上の負債であり、直ちに資本には算入され

ないため、一時的に負債比率が上昇します。 

(ⅱ) 当社の株価が軟調に推移し、本新株予約権付社債の転換が満期までに進まない場合には、社

債として償還するための資金が必要となる可能性があります。 

(ⅲ) 本新株予約権付社債の転換価額は、当初転換価額より低い水準に修正される可能性があり、

その場合、転換により交付される株式数が増加し、希薄化率が上昇します。 

(ⅳ) 本新株予約権付社債の転換が進んだ場合には、既存株主の持株比率及び議決権比率に希薄化

が生じます。 

(ⅴ) 第三者割当方式は、当社と特定の割当予定先との間で行われる資金調達であるため、不特定

多数の投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。 

（他の資金調達方法との比較） 
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(ⅰ) 金融機関からの借入れについては、既存事業及び新規投資に係る機動的な資金確保の手段と

して有効である一方、担保価値、審査期間、財務制限条項、金利負担その他の条件に左右され

ます。また、取得対象となる不動産を担保とした金融機関借入を活用する場合であっても、取

得価額の全額を借入金で調達することは困難であり、取得の機動性及び交渉力を確保するため

には一定規模の自己資金及び手元流動性を確保する必要があります。したがって、今回の資金

調達の目的を達成する手段としては、金融機関からの借入れのみでは十分ではないと判断しま

した。 

(ⅱ) 普通社債による資金調達については、発行時点で資金を一括して調達できる点では有効であ

る一方、調達金額が全額負債として計上され、将来、資本に転換されることがないため、財

務健全性及び外部からの評価に影響を及ぼす可能性があります。また、償還時には全額につ

いて償還資金を確保する必要があります。この点、本新株予約権付社債は、将来転換が行わ

れた場合には資本性資金へ移行する可能性があるため、普通社債よりも当社の財務基盤の強

化に資するものと判断しました。 

(ⅲ) 公募増資により今回調達する資金の全額を調達しようとすると、一時に資金を調達できる反

面、発行時点で大規模な希薄化が生じるため、株価への影響が大きくなるおそれがありま

す。また、市場環境や一般投資家の需要動向により、十分な額の資金を調達できるかどうか

が不透明であることから、今回の資金調達方法としては適当ではないと判断しました。 

(ⅳ) 第三者割当による新株式発行についても、公募増資と同様に、発行時点で既存株主の持株比

率及び議決権比率に即時の希薄化が生じることから、既存株主への影響に配慮する観点か

ら、今回の資金調達方法としては適当ではないと判断しました。 

(ⅴ) 新株予約権のみを発行する方法については、将来の株価水準や新株予約権者による権利行使

行動によって調達時期及び調達金額が左右されるため、当社が想定する時期に必要資金を確

実に確保できない可能性があります。今回の資金使途においては、一定の時期にまとまった

資金需要が見込まれるため、新株予約権のみの資金調達は適切ではないと判断しました。 

(ⅵ) 株主割当増資では、出資を履行した株主との関係では希薄化懸念は一定程度緩和されます

が、既存株主の参加率が不透明であることから、十分な額の資金を調達できるかどうかが不

透明であり、今回の資金調達方法としては適当ではないと判断しました。 

(ⅶ) いわゆるライツ・イシューには、発行会社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコ

ミットメント型ライツ・イシューと、発行会社はそのような契約を締結せず、新株予約権の

行使が株主の判断に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがあります。コミッ

トメント型ライツ・イシューについては、引受手数料等のコストが増大することが予想さ

れ、当社にとって適切な資金調達方法ではない可能性があります。また、ノンコミットメン

ト型ライツ・イシューについては、株主割当増資と同様に、既存株主の参加率が不透明であ

り、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であることから、今回の資金調達方

法としては適当ではないと判断しました。 

  以上の検討を踏まえ、当社は、発行時点で必要資金を一括して確保できる一方、発行直後の希

薄化を回避し、将来的には自己資本の増強及び財務基盤の強化も期待できる本新株予約権付社

債による第三者割当が、現時点において最適な資金調達方法であると判断しております。 

（３）本社債に付された新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 40 個の本新株予約権を発行します。 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条但書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されま

せん。 
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（４）本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権付社債権者は、本新株予約権を行使することが

できる期間中に、新株予約権の行使請求の受付場所に対し、当社の定める行使請求書に、行

使する本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、本新株予約権を行使する年月日等

の必要事項を記載して記名捺印の上、提出しなければなりません。 

(2) 前号にかかわらず、当社及び当該行使請求を行う本新株予約権付社債権者が合意した場合に

は、行使請求に必要な事項を FAX、電子メールその他当社及び当該本新株予約権付社債権者

が合意する合理的な方法により通知する方法によることができます。 

(3) 本項に従い、行使請求受付場所に対し行使請求に必要な書類又は通知が到達した後、本新株予

約権付社債権者は、これを撤回することができません。 

（５）本新株予約権の行使の効力発生時期 

(1) 本新株予約権の行使の効力は、上記（４）「本新株予約権の行使請求の方法」に基づく行使請

求に必要な書類又は通知が、新株予約権の行使請求の受付場所に到達した日に発生します。 

(2) 本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債について弁済期

が到来するものとします。 

（６）社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

該当事項はありません。 

（７）本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約

権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接

に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行

条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要し

ないこととします。 

（８）企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項

に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容 

該当事項はありません。 

（９）本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取

決めの内容 

 当社と割当予定先との間で 2026 年 6 月 29 日付で締結する予定の本引受契約において、本新株予約

権付社債の引受け、払込み、本新株予約権付社債の譲渡制限その他本新株予約権付社債に係る所要

の事項を定める予定です。 

 なお、当社は、割当予定先が本新株予約権付社債又はその転換により取得した株式を保有している

間、第三者に対して株式等を発行又は処分しようとする場合、事前に割当予定先へ書面で通知し、

割当予定先の事前の書面による承諾を取得するものとする旨を合意する予定です。 

 以上につきましては、本資金調達後に当社が追加的な株式等の発行又は処分を行うことにより、割

当予定先が本新株予約権付社債の引受けに際して前提とした投資判断、潜在的な希薄化の程度、株

式価値その他の経済的条件に重要な影響が生じ得ることを踏まえ、割当予定先に対して事前確認の

機会を付与することを目的とするものです。したがいまして、当社が将来、株式等を発行又は処分

する場合には一定の手続上の制約が生じるものの、当社の資本政策の実施を全面的に制限するもの

ではなく、当社の事業運営及び成長戦略の遂行に重大な支障を及ぼすものではないと考えておりま

す。 

ただし、①当社又は当社の関係会社の役員及び従業員に対するストック・オプション、譲渡制限付

株式、業績連動型株式報酬その他インセンティブ報酬としての発行又は処分、②株式分割、株式無
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償割当て、株式併合その他全株主に同一の経済的効果を及ぼす行為、③合併、会社分割、株式交

換、株式交付その他組織再編に伴う発行又は処分、④その他当社及び割当予定先が別途書面により

合意する発行又は処分を除きます。 

  また、当社は、上記期間中、当社が第三者に対して上記①～④に該当しない株式等の発行を行う

場合、割当予定先は、当該第三者に提示される条件と同等以上の条件で、当該株式等の全部又は一

部を引き受ける優先的な機会（先買権）を有するものとする旨を合意する予定です。 

  もっとも、上記の二つの規定は、割当予定先が保有する本新株予約権付社債の額面総額が

1,250,000,000 円以下となった場合には、適用されなくなります。 

（10）当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容 

   該当事項はありません。 

（11）当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される

予定の取決めの内容 

   該当事項はありません。 

（12）本新株予約権証券の発行及び株券の発行 

  当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しません。当社は、行

使の効力発生後、当該行使に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社債権者が

指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うこ

とにより株式を交付します。 

（13）その他投資者の保護を図るため必要な事項 

   該当事項はありません。 

（14）その他 

(1) 上記のほか、本新株予約権付社債の発行に関して必要な事項の決定は、当社代表取締役に一任

します。 

(2) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としま

す。 

(3) 会社法その他の法律の改正等により、本新株予約権付社債の発行要項の規定中読替えその他の

措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

5,000,000,000 23,000,000 4,977,000,000 

（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２．発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、第三者算定機関報酬費用、反社会的勢力調査

費用、登記関連費用及びその他費用です。 

 

（２）調達する資金の具体的使途 

①資金調達の理由・目的 

当社グループは、長期的に安定した収益を見込める優良な賃貸用不動産の取得を成長戦略の基本方

針の一つとして掲げております。当社グループの主要事業である不動産事業においては、パチンコ

ホール向け不動産を中心とした賃貸用不動産の取得・保有・運営を通じて、安定的な収益基盤の拡充

を図ってまいりました。 



- 8 - 

 

当社は、2026 年４月６日付「連結子会社における収益不動産の取得及び既存収益不動産の追加取得

に関するお知らせ」において、当社連結子会社である株式会社ジャルコが、関東エリアの政令指定都

市に所在するアミューズメント施設及び岩手県盛岡市所在の既存収益不動産の隣接土地を取得するこ

とを公表しております。このうち、関東エリアのアミューズメント施設については、同日付で売買契

約を締結しており、取得価額は 3,800 百万円（税込 4,041 百万円）であります。当該物件は、主要幹

線道路に面する優れた交通アクセスと高い視認性を有し、周辺には商業施設や生活関連施設等が立地

するなど、一定の集客力と生活利便性を備えたエリアに位置しております。当社グループとしては、

同一商圏内における稼働状況、競合環境及び施設特性等を総合的に勘案し、安定した賃料収入の確保

が期待できる物件であると判断しております。 

本資金調達により調達する資金のうち 1,541 百万円については、当該関東エリアのアミューズメン

ト施設の取得資金の一部に充当する予定です。当該物件の取得については、金融機関からの借入及び

自己資金により対応する予定でありますが、取得価額の全額を金融機関借入で調達することは困難で

あり、取得に際しては、金融機関借入で賄えない自己資金部分のほか、手付金、租税公課、仲介手数

料、デューデリジェンス費用その他の取得関連費用等について、当社グループの手元資金から支出す

る必要があります。そのため、本資金調達による手取金の一部を当該取得資金に充当することによ

り、当社グループの不動産事業における収益基盤の拡充を図るとともに、手元流動性を確保しつつ、

今後の不動産取得機会にも機動的に対応できる財務余力を維持することが可能になるものと考えてお

ります。 

また、当社グループは、不動産事業に加え、中長期的な企業価値向上に資する新たな収益機会の創

出を目的として、系統用蓄電池事業への取組みを進めております。当社は、2025 年 12 月５日付「新

たな事業の開始および固定資産の取得に関するお知らせ」において、系統用蓄電池事業を新たな事業

として開始すること、及び同事業の第１号案件として千葉県成田市における高圧蓄電所の取得を決議

したことを公表しております。同開示に記載のとおり、当社は、同日付で TAOKE ENERGY 株式会

社との間で高圧蓄電所販売契約を締結し、系統用蓄電池事業への参入を具体化いたしました。 

その後、当社は、系統用蓄電池事業を単発の設備取得にとどめず、複数案件の開発・取得・運営を

通じた中長期的な収益事業として育成する方針のもと、2026 年２月 27 日付「系統用蓄電池事業にお

ける業務上の提携に関するお知らせ」において、国軒高科日本株式会社及び SMA ジャパン株式会社

との間で、系統用蓄電池事業の推進に関する業務上の提携に係る基本合意書を締結したことを公表し

ております。当該提携は、蓄電池システム、PCS（Power Conditioning System「パワーコンディショ

ナー」：蓄電池に貯めた電気を、電力系統や施設で使える形に変換する機械）、EPC 支援、保守体制

等の各領域における専門性を活用し、当社が案件開発、事業スキームの設計、投資・資金調達スキー

ムの検討及び関係者調整等を担うことで、同事業の導入拡大及び長期安定運用を図ることを目的とす

るものです。 

さらに、当社は、2026 年５月 29 日付「高圧系統用蓄電所に関する土地及び系統連系に係る権利取

得に関するお知らせ」において、大分県杵築市における高圧系統用蓄電所の開発を目的として、土地

及び一般送配電事業者との系統連系に係る権利を取得することを公表しております。当該案件は、

2026 年２月 27 日付の上記基本合意に基づく具体的案件として位置付けており、当社は、土地及び系

統連系に係る権利の取得、設備仕様の検討、関係事業者との調整、開発スケジュールの管理、将来的

な事業スキーム及び資金調達方法の検討等を進めております。 

当社グループの主要事業である不動産事業においては、取得対象となる不動産を担保とした金融機

関借入を活用することが一般的でありますが、取得価額の全額を借入金で調達することは困難であ

り、取得に際しては、手付金、自己資金部分、仲介手数料、デューデリジェンス費用、租税公課その

他の取得関連費用を機動的に支出する必要があります。また、取得候補物件については、売主との交

渉状況、競合先の有無、金融機関との協議状況等により、短期間で意思決定及び資金手当てを行うこ
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とが求められる場合があります。そのため、取得の機動性及び交渉力を確保する観点から、一定規模

の自己資金及び手元流動性を確保することが重要であると考えております。 

また、系統用蓄電池事業においては、案件の初期段階から、土地の取得又は賃借に係る費用、系統

連系に係る権利の取得費用、接続検討・工事負担金・保証金等の系統連系関連費用、蓄電池・PCS 等

の主要設備の調達費用、EPC・設計・施工関連費用、許認可・調査・デューデリジェンス費用、並び

に事業スキーム組成に係る費用等が発生する可能性があります。特に、系統用蓄電池事業において

は、候補地の確保、系統連系に係る権利の取得、主要設備の発注、施工枠の確保、運用開始時期の調

整等について、案件ごとの進捗に応じて適時に資金投入を行うことが、案件化の成否やスケジュール

に影響する場合があります。 

加えて、同事業は、制度変更、市場環境、送配電事業者との協議状況、設備納期、EPC 事業者及び

運用関係者との契約条件等により、案件ごとの進捗時期や必要資金の支出時期が変動する可能性があ

ります。そのため、個別案件が具体化した時点で迅速に資金を投入できる体制を整えることは、優良

案件の獲得機会を逃さず、開発スケジュールの遅延を抑制し、当社グループの新規事業としての成長

機会を確保するうえで重要であると考えております。 

本資金調達は、本新株予約権付社債の発行時に総額 5,000 百万円を一括して調達することにより、

上記の不動産事業における取得資金及び取得関連費用、並びに系統用蓄電池事業における案件開発・

取得・設備調達・事業組成等に必要となる資金を確保することを目的としております。このうち

1,541 百万円については、2026 年４月６日付で売買契約を締結した関東エリアのアミューズメント施

設の取得資金の一部に充当する予定であり、残額については、系統用蓄電池事業に係る案件開発・取

得・設備調達・関連費用及び手元流動性の確保に充当する予定です。 

また、本新株予約権付社債については、転換可能期間を 2027 年９月２日以降とすることで、発行

直後に株式の希薄化が生じない設計としております。さらに、将来的に本新株予約権付社債が株式に

転換された場合には、自己資本の増強及び財務基盤の強化にも資するものと考えております。 

以上の理由から、当社は、本新株予約権付社債による資金調達を行うことを決定いたしました。 

 

 ②手取金の使途 

本資金調達で調達する差引手取概算額 4,977,000,000 円については、不動産取得資金及び系統用蓄

電池事業に充当する予定であります。 

具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。なお、下記の資金使途、

金額及び支出予定時期等については、現時点における当社の事業計画及び協議状況を前提としたもの

であり、今後の事業環境、案件の進捗状況、契約条件その他の事情により変更となる可能性がありま

す。 

資金使途、金額又は支出予定時期に重要な変更が生じた場合には、法令及び金融商品取引所の規則

に従い、速やかに開示いたします。 

また、調達した資金は、実際の支出までは当社銀行口座にて安定的な資金管理を図ります。 

 

具体的な使途 
取得額の総額 

（百万円） 

調達した資金の 

充当額 

（百万円） 

支出予定時期 

① 賃貸用不動産の取得(関東エリア） 

（注１） 
4,041（税込） 1,541 2026 年８月 

② 系統用蓄電池事業に係る案件取得、 

開発、設備関連費用 

a．大分県杵築市高圧系統用蓄電所案件 

b．大分県日田市高圧系統用蓄電所案件 

3,989（税込） 3,436 
2026 年７月 

～2027 年６月 
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c．静岡県特別高圧系統用蓄電所案件 

d．高圧系統用蓄電所を対象とする事業

持分の取得 

（注２） 

合計 8,030（税込） 4,977  

（注) １．2026 年４月６日付「連結子会社における収益不動産の取得及び既存収益不動産の追加取

得に関するお知らせ」において公表したとおり、当社連結子会社である株式会社ジャルコ

は、関東エリアの政令指定都市に所在するアミューズメント施設を取得することを決議

し、同日付で売買契約を締結しております。 

当該アミューズメント施設については、既存のアミューズメント企業が所有する建物を

4,041 百万円で取得する予定であり、そのうち本新株予約権付社債の発行により調達した

資金 1,541 百万円を、当該不動産の取得資金の一部として充当する予定です。残額につい

ては、金融機関からの借入及び自己資金を充当する予定です。 

当該物件は、主要幹線道路に面する優れた交通アクセスと高い視認性を有し、周辺には商

業施設や生活関連施設等が立地するなど、一定の集客力と生活利便性を備えたエリアに位

置しております。当社グループとしては、同一商圏内における稼働状況、競合環境及び施

設特性等を総合的に勘案し、安定した賃料収入の確保が期待できる物件であると判断して

おります。 

２．系統用蓄電池事業につきましては、当社グループが今後推進する系統用蓄電所の開発又は

取得に係る費用として、総額 3,989 百万円を見込んでおり、そのうち本新株予約権付社債

の発行により調達した資金 3,436 百万円を当該開発又は取得に係る資金の一部として充当

する予定です。残額については、既に支払済みの金額又は自己資金により充当する予定で

す。 

具体的には、主として、土地及び系統連系に係る権利の取得費用、用地取得費用又は用地

利用権の取得費用、造成工事費、蓄電池設備、PCS その他関連設備の取得費用、系統連系

に係る工事負担金、EPC 関連費用、開発関連費用、デューデリジェンス費用、匿名組合出

資持分又はこれに類する事業持分の取得費用等に充当する予定です。 

 

なお、各案件別の内容は、以下のとおりです。 

a. 大分県杵築市高圧系統用蓄電所案件は、2026 年５月 29 日付「高圧系統用蓄電所に関す

る土地及び系統連系に係る権利取得に関するお知らせ」において公表した案件であり、

大分県杵築市に所在する出力２MW、容量 10MWh の高圧系統用蓄電所案件です。 

当該案件は、当社が系統用蓄電池事業として具体的に開発を進める高圧案件であり、

当社が業務上の提携に関する基本合意を締結している国軒高科日本株式会社（以下

「Gotion」といいます。）及び SMA ジャパン株式会社（以下「SMA」といいま

す。）との座組に基づく第１号案件として位置付けております。 

当該案件については、合同会社を営業者とし、当社グループ及び Gotion グループが匿

名組合出資を行う、いわゆる GK-TK スキームを用いて開発を進めることを想定してお

ります。当社グループは、当該匿名組合出資持分の 70％を取得することを予定してお

り、取得する持分割合に応じて、当該案件から生じる損益の帰属又は分配金の受領を

予定しております。 
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なお、当該 70％の持分割合は、当社グループ及び Gotion グループの役割分担、資金負

担、開発リスク及び期待収益等を総合的に勘案して決定したものです。 

当該案件における主要設備については、蓄電池設備は Gotion、PCS は SMA を使用す

ることを予定しており、2027 年６月の受電開始を予定しております。 

 

b. 大分県日田市高圧系統用蓄電所案件は、2026 年６月 29 日付「高圧系統用蓄電所に関す

る土地及び系統連系に係る権利取得に関するお知らせ」において公表した案件であり、

大分県日田市に所在する出力２MW、容量８MWh の高圧系統用蓄電所案件です。 

当該案件は、大分県杵築市高圧系統用蓄電所案件に続く、Gotion 及び SMA との座組

に基づく第２号案件であり、当社が九州エリアにおいて取得・開発を進める案件で

す。 

当該案件についても、合同会社を営業者とし、当社グループ及び Gotion グループが匿

名組合出資を行う、いわゆる GK-TK スキームを用いて開発を進めることを想定してお

ります。当社グループは、当該匿名組合出資持分の 70％を取得することを予定してお

り、取得する持分割合に応じて、当該案件から生じる損益の帰属又は分配金の受領を

予定しております。 

なお、当該 70％の持分割合は、当社グループ及び Gotion グループの役割分担、資金負

担、開発リスク及び期待収益等を総合的に勘案して決定したものです。 

当該案件における主要設備については、大分県杵築市高圧系統用蓄電所案件と同様

に、蓄電池設備は Gotion、PCS は SMA を使用することを予定しており、2027 年６月

の受電開始を予定しております。同一エリア内に複数サイトを確保することで、運

用・保守の効率化及び事業ノウハウの蓄積を図る方針です。 

 

c. 静岡県特別高圧系統用蓄電所案件は、静岡県に所在する容量 120MWh 規模の特別高圧

系統用蓄電所案件です。 

当該案件については、Gotion グループを含む複数の事業関係者とともに、合同会社を

営業者とし、当社グループ及び共同事業者が匿名組合出資を行う、いわゆる GK-TK ス

キームを用いて開発を進めることを想定しております。 

当社グループは、当該匿名組合出資持分の 33％を取得することを予定しております。

なお、当該 33％の持分割合は、案件規模、必要投資額、開発リスク、Gotion グループ

その他の共同事業者との役割分担、資金負担及び期待収益等を総合的に勘案して決定

したものです。 

当該案件は、他の高圧案件と比較して設備容量及び投資規模が大きく、特別高圧案件

として開発期間、系統連系、設備調達、工事施工及び運用開始後の市場取引等に係る

検討事項も多い案件です。一方で、大規模案件であることから、設備調達、工事施

工、運用・保守及び市場取引等において一定のスケールメリットが見込まれ、収益性

及び運用効率の向上が期待できるものと考えております。 

そのため、当社グループは、Gotion グループその他の事業関係者と共同して開発を進

めることにより、技術面、資金面及び事業運営面におけるリスク分散を図りつつ、特

別高圧案件としてのスケールメリットを活かした事業展開を図る方針です。 
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d. 高圧系統用蓄電所を対象とする事業持分の取得については、既に開発又は稼働が進む複

数の系統用蓄電所を対象として、当社グループが匿名組合出資持分その他これに類する

事業持分の一部を取得することを想定しているものです。 

当該案件は、東北・中部・関東エリアに所在する高圧系統用蓄電所６箇所を対象とす

るものであり、各蓄電所の設備容量は２MW／８MWh、合計 12MW／48MWh です。 

当社グループは、当該事業持分の取得を通じて、既に開発又は稼働が進む蓄電所案件

に参画し、系統用蓄電池事業の早期収益化及び事業基盤の拡大を図る方針です。 

当社グループは、当該匿名組合出資持分その他これに類する事業持分の 25％を取得す

ることを予定しております。なお、当該 25％の持分割合は、既存の事業スキーム、他

の出資者又は事業関係者との協議状況、当社グループの投資額、リスク負担、期待収

益及び今後の追加投資余力等を総合的に勘案して決定したものです。  

なお、上記各案件合計の投資予定額及び本調達資金の充当予定額は、現時点におけ

る契約書、基本合意書、見積書、事業計画、売主又は共同事業者との協議内容その他

の積算根拠資料に基づく見込額です。各案件については、相手方との間で守秘義務を

負っている情報が含まれるほか、個別の取得価格、工事費、設備価格、開発費用その

他の詳細条件を過度に具体的に開示した場合、今後の価格交渉、共同事業者との協

議、追加取得又は類似案件の取得交渉において当社グループの競争上の地位を害する

おそれがあります。そのため、本届出書においては、投資家の投資判断に必要と考え

られる範囲で記載しております。 

当社グループは、当該資金を活用して系統用蓄電所の開発又は取得を先行して実施

し、当該蓄電所の完成後、又は事業収益の見通しが一定程度明確となった段階で、金

融機関からの借入等によるバックファイナンスを行うことを想定しております。これ

により回収した資金については、順次、次の系統用蓄電所の開発又は取得に係る投資

資金として再投資する方針です。 

３．資金使途又は金額を変更する必要が生じた場合には、法令及び金融商品取引所規則に従い

速やかに開示・公表いたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的使途」に記載

のとおり、今回調達する資金を充当することで、今後の当社グループの中長期的な企業価値の向上や

更なる業容の拡大に寄与するとともに、資金調達手法の多様化及び自己資本の充実化等により財務基

盤を強固にするという観点からも、かかる資金使途は合理的なものであり、また、既存株主の皆様の

利益にも資するものと考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 

当社は、本新株予約権付社債の発行条件を決定するに当たり、当社の資金需要、財務状況、株価動

向、市場環境、既存株主への影響、並びに割当予定先との協議内容等を総合的に勘案いたしました。 

本新株予約権付社債については、元本償還義務を伴う社債としての性質を有するとともに、一定の

条件のもとで当社普通株式への転換が可能となる商品性を有しております。そのため、当社は、本新

株予約権付社債の利率、償還期限、転換可能期間、当初転換価額、転換価額の修正条項その他の発行
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条件について、第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計（住所：東京都千代田区紀尾井町４番１

号 代表取締役：山本 顕三）に価値算定を依頼いたしました。 

株式会社赤坂国際会計は、本新株予約権付社債の発行要項に定められる諸条件を考慮し、一般的な

価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権付社債の公正価値を

算定しております。 

当該算定においては、評価基準日である 2026 年６月 26 日時点の市場環境を踏まえ、当社普通株式

の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、クレジットスプレッド、株式の流動性、割

当予定先の転換行動その他の一定の前提が用いられております。具体的には、評価基準日における当

社普通株式の株価を 323 円、ボラティリティを 37.2％、予定配当額を１株当たり 18 円、無リスク利

子率を 1.9％、クレジットスプレッドを 0.3～0.7％として算定しております。 

 

本新株予約権付社債の当初転換価額は、１株当たり 327 円としております。当該当初転換価額は、

発行決議日の前営業日までの直近１か月間、すなわち 2026 年５月 27 日から 2026 年６月 26 日までの

東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値を基準として決定したも

のであります。 

株式会社赤坂国際会計による算定の結果、本新株予約権付社債の評価額は、社債額面 100 円当たり

98.9 円から 100.1 円とされております。これに対し、本新株予約権付社債の発行価額は各社債の金額

100 円につき金 100 円としており、当該発行価額は、上記評価額の範囲内にあります。 

また、本新株予約権付社債においては、転換社債型新株予約権部分について別途の払込金額を定め

ていないため、本新株予約権付社債に含まれる新株予約権の実質的対価と公正な価値との関係につい

ても検討しております。この点、株式会社赤坂国際会計による算定では、本新株予約権付社債に含ま

れる新株予約権の実質的対価は社債額面 100 円当たり 7.8 円から 9.6 円、本新株予約権付社債に含ま

れる新株予約権の公正な価値は社債額面 100 円当たり 5.5 円とされております。したがって、本新株

予約権付社債に含まれる新株予約権の実質的対価は、その公正な価値を下回るものではなく、本新株

予約権付社債の発行条件は、割当予定先に特に有利な条件には該当しないものと判断しております。 

本新株予約権付社債の主要な発行条件は、発行総額を 5,000,000,000 円、各社債の金額を

125,000,000 円、発行価額を各社債の金額 100 円につき金 100 円、利率を年率 0.5％、割当日及び払込

期日を 2026 年７月 15 日、償還期日を 2031 年７月 15 日、転換可能期間を 2027 年９月２日から 2031

年７月 15 日までとしております。 

本新株予約権付社債の当初転換価額は、１株当たり 327 円としております。当該当初転換価額は、

発行決議日の前営業日までの直近１か月間、すなわち 2026 年５月 27 日から 2026 年６月 26 日までの

東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値 327 円を基準

として決定したものであります。 

なお、当該基準となる単純平均値 327 円は、発行決議日の前営業日である 2026 年６月 26 日の東京

証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値 323 円に対して 1.24％のプレミアムとなり

ます。 

当社は、当初転換価額を発行決議日の前営業日の終値ではなく、発行決議日の前営業日までの直近

１か月間の終値の単純平均値を基準として決定しております。これは、当社普通株式の株価が短期的

な需給、個別の取引、又は一時的な市場変動の影響を受ける可能性があることを踏まえ、特定の一時

点の株価のみを基準とするよりも、一定期間の市場価格を平準化した価額を基準とすることが、当社

普通株式の直近の市場評価をより適切に反映するものと判断したためです。 
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なお、直近３か月間の終値単純平均値 355 円に対して 8.50％のディスカウント、直近６か月間の終

値単純平均値 375 円に対して 14.60％のディスカウントとなっております。 

当社は、当初転換価額の算定期間として、３か月又は６か月といったより長期の平均株価ではな

く、直近１か月間の平均株価を採用しております。これは、３か月又は６か月の平均株価を採用した

場合、発行決議日から相当程度前の株価水準の影響を受けることとなり、本新株予約権付社債の発行

条件決定時点における当社普通株式の直近の市場評価を十分に反映しない可能性があるためです。 

特に、本新株予約権付社債は、2026 年７月 15 日を払込期日とする資金調達であり、その発行条件

については、発行決議日に近接した時点における当社普通株式の市場価格を基礎として判断する必要

があることから、直近１か月間の終値の単純平均値を用いることが、短期的な株価変動を一定程度平

準化しつつ、発行条件決定時点における直近の市場評価を反映する方法として合理的であると判断し

ております。 

加えて、当該当初転換価額 327 円は、評価基準日における当社普通株式の株価 323 円との比較にお

いて 1.24％のプレミアムとなりますが、上記のとおり、直近１か月間の終値の単純平均値を基準とし

て算定したものであり、当社普通株式の短期的な株価変動を平準化した客観的な市場価格を基礎とす

るものであることから、当社は、当該当初転換価額は合理的な水準であると判断しております。 

なお、本新株予約権付社債には、一定の転換価額修正条項が付されております。具体的には、2027

年９月末日を初回修正日とし、その後６か月ごとの各修正日に、当該修正日の直前１か月間の東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の 100％に相当する金額へ転換価額が修正

されます。ただし、当該修正は下方修正のみとし、上方修正は行われません。また、当該修正後の転

換価額は、当初転換価額の 85％に相当する金額を下限としており、当該下限を下回って修正されるこ

とはありません。 

当社が上記の転換価額修正条項を設けた理由は、本新株予約権付社債の転換可能期間が 2027 年９

月２日から 2031 年７月 15 日までとされており、発行日から転換可能期間の開始まで一定の期間があ

ることから、当該期間中及び転換可能期間中の株価動向を一定程度反映させることにより、本新株予

約権付社債による資金調達の実現可能性を高める必要があるためです。 

一方で、本新株予約権付社債の転換価額の修正は、2027 年９月末日を初回修正日とし、その後６か

月ごとの一定時点に限定されており、日々又は短期間で連続的に修正されるものではありません。ま

た、修正は下方修正のみに限られるものの、当初転換価額の 85％に相当する金額を修正下限価額とし

て設定しているため、転換価額が無制限に下方修正されるものではありません。 

したがって、本新株予約権付社債は、金融商品取引法令上の開示においては、転換価額修正条項が

付されていることを踏まえ、開示府令上の「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」に該当する

ものとして必要な記載を行うものの、東京証券取引所の有価証券上場規程等における、いわゆる

MSCB 等のように、転換価額が短期間に頻繁又は連続的に修正され得る商品設計とは異なるものと判

断しております。 

本新株予約権付社債の発行価額については、株式会社赤坂国際会計による公正価値算定結果を参考

に、割当予定先との協議を踏まえて決定しております。当社は、株式会社赤坂国際会計が、本新株予

約権付社債の商品性、転換価額修正条項、転換可能期間、償還条件、当社普通株式の市場価格、ボラ

ティリティ、予定配当額、無リスク利子率、クレジットスプレッド及び株式の流動性等を考慮した上

で公正価値を算定していることから、当該算定結果は合理的であると判断しております。 
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以上より、当社は、本新株予約権付社債の発行価額、当初転換価額及び転換価額修正条項を含む発

行条件について、適正かつ妥当であり、割当予定先に特に有利な条件には該当しないものと判断して

おります。 

当社取締役会においては、本新株予約権付社債の発行条件のうち、当初転換価額及び転換価額の修

正条項について、以下の理由により合理的であると判断しております。 

まず、当初転換価額については、発行決議日の前営業日までの直近１か月間、すなわち 2026 年５

月 27 日から 2026 年６月 26 日までの東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値

の単純平均値を基準として決定しております。当該直近１か月間の終値の単純平均値を基準とした理

由は、直前取引日の終値のみを基準とした場合、地政学リスク、金利動向、国内外の株式市場の変動

その他のマクロ要因により、特定日の株価変動の影響を過度に受ける可能性があるためです。これに

対し、一定期間の市場株価の平均値を参照することにより、短期的・一時的な株価変動の影響を平準

化し、当社普通株式の市場価格をより適切に反映した価格を基準とすることができると考えておりま

す。 

また、当初転換価額は、当社普通株式の直近の市場株価を基礎として算定されたものであり、発行

決議日の前営業日の終値及び一定期間の平均株価との比較においても、当社の株価水準、株式市場の

動向、本新株予約権付社債の発行規模、当社の資金需要及び引受人が負担する投資リスク等を総合的

に勘案した結果、当社にとって不合理な水準ではないと判断しております。 

次に、転換価額の修正条項については、2027 年９月末日を初回修正日とし、以後６か月に一度、各

修正日の直前１か月間の当社普通株式の終値の単純平均値に相当する金額まで転換価額が修正される

可能性があります。当該修正条項を設けた理由は、本新株予約権付社債の発行後における当社株価の

推移によっては、当初転換価額のままでは転換が進まず、当社が想定する資本増強及び財務基盤の強

化という本資金調達の目的を十分に達成できない可能性があるためです。そのため、一定期間経過後

の株価水準を転換価額に反映させる仕組みを設けることにより、引受人に一定の投資インセンティブ

を付与し、本新株予約権付社債の商品性及び資金調達の実現可能性を高めることを目的としておりま

す。 

もっとも、修正後の転換価額については、当初転換価額の 85％に相当する金額を下限としており、

当該下限を下回って修正されることはありません。当該下限を設けた理由は、株価が大きく下落した

場合においても転換価額が無制限に下方修正されることを防止し、既存株主の皆様に生じ得る希薄化

の影響に一定の歯止めを設けるためです。すなわち、当該修正条項は、資金調達の実現可能性を高め

る一方で、過度な希薄化を抑制する観点から、当初転換価額の 85％を下限とする設計としておりま

す。 

また、本修正条項においては、転換価額の上方修正は行われず、下方修正のみが行われる設計とし

ております。これは、本新株予約権付社債による大規模な資金調達を実現するためには、引受人が負

担する株価変動リスク及び転換リスクを踏まえ、引受人に一定の投資インセンティブを付与する商品

性とする必要があると判断したためです。他方で、前述のとおり、修正後の転換価額には当初転換価

額の 85％を下限として設定していることから、下方修正による既存株主への影響についても一定の抑

制が図られているものと考えております。 

さらに、各修正日における修正価額についても、修正日の終値等の一時点の株価ではなく、各修正

日の直前１か月間の終値の単純平均値を基準としております。これは、特定日の株価がマクロ要因、

需給要因その他の一時的要因により大きく変動した場合に、その一時点の株価のみを転換価額に反映

させることは必ずしも適切ではないと考えられるためです。一定期間の平均株価を用いることによ
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り、一時的な株価変動の影響を平準化し、修正時点における当社普通株式の市場価格をより適切に反

映した転換価額とすることができると判断しております。 

以上を踏まえ、当社取締役会は、本新株予約権付社債の当初転換価額、転換価額の修正条項、修正

後転換価額の下限、修正頻度及び修正価額の算定方法について、当社の資金調達目的、財務状況、成

長戦略、本新株予約権付社債の商品性、引受人が負担する投資リスク並びに既存株主への影響等を総

合的に勘案し、当該発行条件は合理的であると判断し、本第三者割当の発行につき決議いたしまし

た。 

当社監査役３名は、株式会社赤坂国際会計が当社及び割当予定先から独立した立場で評価を行って

いること、株式会社赤坂国際会計による本新株予約権付社債の価値算定について、その算定過程及び

前提条件等に不合理な点は認められないこと、並びに本新株予約権付社債の発行条件が当該算定結果

を踏まえて決定されていることから、本新株予約権付社債の発行条件は割当予定先に特に有利なもの

ではなく、適法である旨の意見を表明しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権付社債の転換により交付される可能性のある当社普通株式数は、当初転換価額 327 円を前

提とすると 15,290,400 株、これに係る議決権数は 152,904 個となります。これは、2026 年６月 29 日現在

の当社発行済株式総数 117,416,118 株に対して 13.02％、同日現在の自己株式 6,848,396 株を控除した株式

数 110,567,722 株に対して 13.83％、また、自己株式を控除した議決権数 1,105,399 個に対して 13.83％に

相当します。 

また、本新株予約権付社債には転換価額修正条項が付されているため、転換価額が修正下限価額である

当初転換価額の 85％に相当する金額まで下方修正された場合には、本新株予約権付社債の転換により交付

される可能性のある当社普通株式数は 17,985,500 株、これに係る議決権数は 179,855 個となります。これ

は、2026 年６月 29 日現在の当社発行済株式総数 117,416,118 株に対して 15.32％、同日現在の自己株式

6,848,396 株を控除した株式数 110,567,722 株に対して 16.27％、また、自己株式を控除した議決権数

1,105,399 個に対して 16.27％に相当します。 

このように、本新株予約権付社債の転換により一定の希薄化が生じる可能性があります。しかしなが

ら、本新株予約権付社債の発行により調達する資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定

時期 (2)調達する資金の具体的使途 ②手取金の使途」に記載のとおり、賃貸用不動産事業及び系統用蓄

電池事業に係る投資資金に充当することにより、当社グループの収益基盤の強化及び新たな成長領域への

投資を推進することが可能となります。 

当社としては、これらの資金使途が、既存事業である不動産事業及び貸金事業等の収益基盤の強化に加

え、今後の成長が期待される系統用蓄電池事業の推進に資するものであり、中長期的な企業価値及び株主

価値の向上に寄与するものと考えております。そのため、本第三者割当により一定の希薄化が生じる可能

性はあるものの、調達資金の使途、当社の成長戦略、財務基盤の強化及び今後の収益拡大可能性を総合的

に勘案すると、本新株予約権付社債の発行による株式の希薄化の規模は合理的であると判断しておりま

す。 

また、本新株予約権付社債の転換可能期間は 2027 年９月２日から 2031 年７月 15 日までであり、本新

株予約権付社債の発行直後に当社普通株式が交付されるものではありません。加えて、割当予定先から

は、当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上及び株式価値の最大化を通じて得

られるキャピタルゲインの獲得を目的としていること、本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第

三者に譲渡する方針ではないこと、並びに本新株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社
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普通株式については、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針である旨

の説明を受けております。 

さらに、当社は、割当予定先を管理・運用するグロースパートナーズ株式会社が、上場会社への投資実

績及び投資先企業に対するハンズオン型の支援実績を有しており、投資先企業の財務戦略、資本政策、

M&A、事業ポートフォリオの最適化、経営管理体制の高度化等を通じて企業価値の向上を支援する投資方

針を有しているものと認識しております。したがって、割当予定先は、単に短期的な市場売却を目的とし

て本新株予約権付社債を取得するものではなく、当社の中長期的な企業価値向上を支援する観点も踏まえ

て投資を行うものと認識しております。 

また、本新株予約権付社債の発行要項において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の

決議による当社の承認を要する旨を定めております。そのため、本新株予約権付社債が当社の承認なく第

三者に譲渡されることはありません。なお、本新株予約権付社債の譲渡につき当社取締役会の承認があっ

た場合には、速やかに当該内容を開示いたします。 

さらに、当社普通株式の直近６か月間（2026 年１月 27 日から 2026 年６月 26 日まで）の１日当たり平

均出来高は 429,111 株であり、一定の流動性を有しております。本新株予約権付社債の転換により交付さ

れる可能性のある当社普通株式を、仮に一定期間にわたり市場で売却するとした場合であっても、当社普

通株式の流動性、市場環境、転換可能期間、転換価額の修正頻度及び割当予定先の保有方針等を踏まえる

と、株価に与える影響は一定程度抑制されるものと考えております。 

以上により、当社は、本第三者割当に係る発行数量及び株式の希薄化の規模について、合理的な範囲内で

あると判断しております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要（2026 年６月 29 日現在） 

  GP ファンド① 

① 名称 GP 上場企業出資投資事業有限責任組合（「GP ファンド①」と

いう。） 

② 所在地 東京都目黒区自由が丘２-16-12 RJ3 

③ 出資の総額 7,382,700,000 円 

④ 組成目的 有価証券の取得等 

⑤ 主たる出資者及び出資比率 法人 １社（注２） 

⑥ 業務執行組合員等に関する

事項 

名称 無限責任組合員 Growth Partners LLP

有限責任事業組合 

所在地 東京都目黒区自由が丘２-16-12 RJ３ 

代表者の役職・氏名 組合員 古川 徳厚 

組合員 グロースパートナーズ株式会社 

    職務執行者 古川 徳厚 

事業内容 投資業務等 

出資総額 14,430,000 円 

主たる出資者及び出資

比率 

組合員 古川 徳厚 90％ 

組合員 グロースパートナーズ株式会社 

10％ 
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⑦ 提出者と割当予定先との間

の関係(注) 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引等関係 該当事項はありません。 

(注) １. 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との関係は、2026 年６月 29 日現在におけるもの

であります。 

２.主たる出資者の概要については、出資約束金額を基準とする出資比率が 10％以上の出資者の属

性のみ記載しております。主たる出資者の名称及びその出資比率については、開示の同意が得

られていないため、記載しておりません。開示の同意を行わない理由については、割当予定先

は非公開のエンティティであり、主たる出資者の名称及びその出資比率は極めて守秘性の高い

情報であるため、割当予定先の方針により非公開にしていると当社管理本部長である櫻井義郎

が確認しております。割当予定先の出資者の構成は、法人 27 社、個人 41 名となります。 

 

GP ファンド② 

① 名称 GP 上場企業出資 J 投資事業有限責任組合（「GP ファンド②」と

いう。） 

② 所在地 東京都目黒区自由が丘２-16-12 RJ3 

③ 出資の総額 2,000,0000 円 

（出資約束金額の合計は 2,626,000,000 円です。払込期日まで

に、全額が出資され、出資総額が 2,626,000,000 円になる予定で

す。） 

④ 組成目的 有価証券の取得等 

⑤ 主たる出資者及び出資比率 法人 １社（注２） 

⑥ 業務執行組合員等に関する

事項 

名称 無限責任組合員 Growth Partners LLP

有限責任事業組合 

所在地 東京都目黒区自由が丘２-16-12 RJ３ 

代表者の役職・氏名 組合員 古川 徳厚 

組合員 グロースパートナーズ株式会社 

    職務執行者 古川 徳厚 

事業内容 投資業務等 

出資総額 14,430,000 円 

主たる出資者及び出資

比率 

組合員 古川 徳厚 90％ 

組合員 グロースパートナーズ株式会社 

10％ 

⑦ 提出者と割当予定先との間

の関係(注) 

出資関係 該当事項はありません。 

人事関係 該当事項はありません。 

資金関係 該当事項はありません。 

技術又は取引等関係 該当事項はありません。 

(注) １. 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との関係は、2026 年６月 29 日現在におけるもの

であります。 

２.主たる出資者の概要については、出資約束金額を基準とする出資比率が 10％以上の出資者の

属性のみ記載しております。主たる出資者の名称及びその出資比率については、開示の同意が
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得られていないため、記載しておりません。開示の同意を行わない理由については、割当予定

先は非公開のエンティティであり、主たる出資者の名称及びその出資比率は極めて守秘性の高

い情報であるため、割当予定先の方針により非公開にしていると当社管理本部長である櫻井義

郎が確認しております。割当予定先の出資者の構成は、法人３社、個人３名となります。 

 

（２）割当予定先の選定理由 

当社は、中長期的な企業価値の向上を目的として、既存事業である不動産事業及び貸金事業等の収益

基盤の強化に加え、新たな成長領域として、系統用蓄電池事業及びデータセンター事業への投資を推進

していく方針です。 

 

これらの事業を推進するにあたっては、案件の発掘及び取得、事業性評価、資金調達、事業スキーム

の構築、外部パートナーとの連携、並びに投資後のモニタリング等、専門的かつ実務的な知見が必要と

なります。また、当社グループが今後これらの事業領域において機動的かつ継続的に投資を実行してい

くためには、当社の経営方針、成長戦略、資金需要及び事業特性について十分に理解し、当社の企業価

値向上に資する支援が期待できる割当予定先を選定することが重要であると判断いたしました。 

 

このような観点から、当社は、複数の資金調達手法及び投資家候補について検討を行ってまいりまし

た。その中で、グロースパートナーズ株式会社は、上場会社による第三者割当増資等の引受実績を豊富

に有しており、投資先企業に対して、財務戦略、資本政策、Ｍ＆Ａ、事業ポートフォリオの最適化、経

営管理体制の高度化等に関するハンズオン型の支援を行うことで、企業価値の向上を支援してきた実績

と知見を有しているものと認識しております。 

 

また、同社が有する金融機関、投資家、事業会社、専門家等とのネットワークは、当社が推進する系

統用蓄電池事業及びデータセンター事業における案件発掘、資金調達、共同投資、事業パートナーの確

保等に資するものと考えております。さらに、当社は、グロースパートナーズ株式会社との協議を通じ

て、同社が当社グループの事業内容、成長戦略及び今後の資金需要について理解を有しており、当社の

中長期的な企業価値向上に向けた資本政策上のパートナーとして適切であると判断いたしました。 

 

以上を踏まえ、当社は、本第三者割当を単なる資金調達にとどまらず、当社グループの成長戦略の実

行力を高めるための資本政策の一環として位置付け、グロースパートナーズ株式会社が管理・運用を行

う GP 上場企業出資投資事業有限責任組合及び GP 上場企業出資 J 投資事業有限責任組合を本新株予約

権付社債の割当予定先として選定するに至りました。 

なお、当社は、グロースパートナーズ株式会社と 2026 年６月 29 日付事業提携契約を締結します。当

社グループは、当該事業提携契約に基づき、グロースパートナーズ株式会社から以下の支援を受ける予

定です。 

①成長戦略策定支援、事業計画策定支援 

②既存事業における新規ビジネススキームの構築支援、及び当該スキームに係る金融機関・証券会

社・投資家の紹介 

③新規事業におけるアライアンス先・M&A 案件の紹介及び PMI の支援 

④業務オペレーションの診断、業務フローの見直し・DX 化を通じた業務生産性の改善・強化に係るサ

ポート 

⑤IR に関するアドバイスの提供、IR 支援、投資家の紹介 
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（３）割り当てようとする株式の数 

本新株予約権付社債のすべてが当初転換価額により転換された場合に、割当予定先に割り当てようと

する本新株予約権付社債に係る当社普通株式の総数は、GP ファンド①について 7,262,900 株、GP ファ

ンド②について 8,027,500 株であり、その合計は 15,290,400 株であります。 

なお、上記株数は、本新株予約権付社債が、上記「第１ 募集要項 １ 新規発行新株予約権付社

債（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債）」の （新株予約権付社債に関する事項）「新株予約

権の行使時の払込金額」の欄に記載の当初転換価額においてすべて転換された場合に交付される当社普

通株式の数であり、同欄に記載するところにより転換価額が調整された場合には、これに従い調整され

ます。 

 

（４）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上及び株式価

値の最大化を通じて得られるキャピタルゲインを獲得すること、すなわち、本新株予約権付社債を当社

普通株式に転換した上で売却する際における投資資金の回収を目的としているため、本新株予約権付社

債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡する方針ではない旨の説明を、割当予定先の業務執行組合員

である Growth Partners LLP 有限責任事業組合の組合員であるグロースパートナーズ株式会社の代表取

締役である古川徳厚氏から口頭にて受けております。 

ただし、本新株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社普通株式については、当社グ

ループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針です。 

また、本新株予約権付社債については、転換可能期間が 2027 年９月２日から本新株予約権付社債の発

行日より５年後までとされていることから、本新株予約権付社債の発行直後に当社普通株式が交付さ

れ、市場において売却されるものではありません。 

さらに、当社は、割当予定先を管理・運用するグロースパートナーズ株式会社が、上場会社への投資

実績及び投資先企業に対するハンズオン型の支援実績を有しており、投資先企業の財務戦略、資本政

策、M&A、事業ポートフォリオの最適化、経営管理体制の高度化等を通じて企業価値の向上を支援する

投資方針を有しているものと認識しております。そのため、当社は、割当予定先より、当社の中長期的

な企業価値向上を支援する観点から、本新株予約権付社債を短期的に第三者へ譲渡する方針ではない旨

を確認しております。 

本新株予約権付社債の譲渡については、本新株予約権付社債の発行要項において、当社取締役会の決

議による当社の承認を要する旨を定めております。そのため、本新株予約権付社債が当社の承認なく第

三者に譲渡されることはありません。 

なお、本新株予約権付社債の譲渡につき当社取締役会の承認があった場合には、速やかに当該内容を

開示いたします。 
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（５）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

GP ファンド①が引き受ける本新株予約権付社債の発行に係る払込みに要する資金について、当社は、

GP ファンド①から、その取引銀行に係る口座残高の写し(2026 年６月 26 日付)の提供を受け確認したと

ころ、当該残高は GP ファンド①が引き受ける本新株予約権付社債の発行に係る払込金額を上回ってい

ました。GP ファンド①によれば、かかる資金は、GP ファンド①の組合員が GP ファンド①に出資した

金銭であるとのことです。 

GP ファンド②が引き受ける本新株予約権付社債について、GP ファンド②によれば、本有価証券届出

書の提出日時点においては、GP ファンド②の取引銀行に係る口座の現在残高は 2,000,000 円であり、

GP ファンドが引き受ける本新株予約権付社債の全部の払込みに要する資金を有していないものの（かか

る２百万円については、組合員から GP ファンド②に対する送金履歴に係る資料を確認しました。）、

2026 年７月 10 日までに GP ファンド②の組合員に対してキャピタルコール（組合員の出資約束金額の

範囲内で出資を求める行為。以下同じ。）を行い、当該資金を確保する予定であるとのことです。当社

は、GP ファンド②に係る投資事業有限責任組合契約書の写しなどの提供を受け、各組合員と GP ファン

ド②との間で、GP ファンド②において資金が必要なときに無限責任組合員である Growth Partners LLP

有限責任事業組合が行うキャピタルコールに応じ、各組合員が GP ファンド②に出資を行う旨の規定が

定められていることを確認するとともに、GP ファンド②の総組合員の出資未履行金額及び上記の出資済

みの金額の合計金額が GP ファンド②により引き受けられる本新株予約権付社債の払込金額を超えてい

ることを確認しました。当社は、GP ファンド②の最大の出資者である組合員（出資約束金額 25 億円、

全額出資未履行）の二つの取引銀行に係る口座残高に関する資料（2026 年６月 16 日及び同月 26 日付）

の提供を受け確認したところ、その残高の合計は 25 億円を超えていました。また、GP ファンド②を管

理・運営するグロースパートナーズ株式会社によれば、これまでに同社が管理するファンドにおいて、

組合員がキャピタルコールに応じることができなかったことはない旨の説明を受けております。 

以上より、当社は、割当予定先による本新株予約権付社債の発行に係る払込みについて、資金面にお

いて特段の支障はないものと判断しております。なお、万が一、GP ファンド②の上記キャピタルコール

が想定通りに完了せず、2026 年７月 10 日までに GP ファンド②が引き受ける本新株予約権付社債の全

部の払込みに要する資金を確保することができなかった場合には、GP ファンド①及び GP ファンド②に

対する本新株予約権付社債の発行の全体を中止いたします。 

 

（６）割当予定先の実態 

GP ファンド①及び GP ファンド②はいずれも投資事業有限責任組合であり、その業務執行は、上記

「(1)割当予定先の概要」に記載のとおり、無限責任組合員である Growth Partners LLP 有限責任事業組

合が行います。 

GP ファンド①及び GP ファンド②が取得する本新株予約権付社債並びにその転換により交付される当

社普通株式に係る投資判断、取得後の保有、処分その他の投資に関する判断については、各割当予定先

の投資事業有限責任組合契約その他の内部規程等に基づき、無限責任組合員である Growth Partners 

LLP 有限責任事業組合が行います。 

また、GP ファンド①及び GP ファンド②が本新株予約権付社債の転換により交付を受ける当社普通株

式に係る株主としての権利行使についても、各割当予定先を代表して、無限責任組合員である Growth 

Partners LLP 有限責任事業組合が行います。 

したがって、GP ファンド①及び GP ファンド②が取得する本新株予約権付社債並びにその転換により

交付される当社普通株式について、投資権限、株主として権利行使を行う権限及び当該権利行使に係る
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指図権限を実質的に有する者は、各割当予定先の無限責任組合員である Growth Partners LLP 有限責任

事業組合であります。 

なお、GP ファンド①及び GP ファンド②の有限責任組合員は、各割当予定先の投資事業有限責任組合

契約上、各割当予定先の業務執行、本新株予約権付社債及びその転換により交付される当社普通株式に

係る投資判断、当社普通株式に係る議決権その他の株主権の行使又はその指図について、直接の権限を

有しておりません。 

当社は、割当予定先である GP ファンド①及び GP ファンド②、各割当予定先の無限責任組合員であ

る Growth Partners LLP 有限責任事業組合、その組合員その他の関係者について、暴力団、暴力団員又

はこれに準ずる者（以下「暴力団等」といいます。）である事実、暴力団等が割当予定先の経営に関与

している事実、割当予定先が資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力若

しくは関与している事実及び意図して暴力団等と交流を持っている事実を有していないことを、第三者

機関であるリスクプロ株式会社（住所：東京都千代田区九段南二丁目 3 番 14 号 代表取締役：小板橋 

仁）から受領した報告書にて確認しております。 

当該報告書においては、調査方法から調査結果に至るまでの過程についても記載されており、当社

は、当該報告書が信頼に足るものと判断しております。また、当社は、割当予定先との間で締結する

株式引受契約及び新株予約権付社債引受契約において、割当予定先から、反社会的勢力ではなく、又

は反社会的勢力と何らかの関係を有していない旨の表明を受ける予定です。 

なお、当社は、当該調査結果の内容は妥当であり、割当予定先及びその関係者が反社会的勢力とは

一切関係を有していないものと判断し、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しておりま

す。 

  

（７）株式貸借に関する契約 

   該当事項はありません。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2026 年 3 月 31 日現在） 本新株予約権行使後 

田辺 順一 16.16％ 田辺 順一 14.20％ 

カタリスト株式会社 15.91％ カタリスト株式会社 13.98％ 

株式会社楽珠美 4.52% 
GP上場企業出資 J投資事業

有限責任組合 
6.38% 

株式会社悠晴       4.48％ 
GP 上場企業出資投資事業

有限責任組合       
5.77％ 

株式会社スプラウト 3.62% 株式会社楽珠美 3.97% 

杉山 昌子 3.01％ 株式会社悠晴 3.93％ 

金 恵 2.96％ 株式会社スプラウト 3.18％ 

株式会社 

ウォーターフィールド  
2.67％ 杉山 昌子  2.65％ 

株式会社中原商事 2.53％ 金 恵  2.61％ 

岩見 哲也 1.71％ 
株式会社 

ウォーターフィールド 
2.35％ 
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 （注）１．割当前の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2026 年３月 31 日現在の

株主名簿を基準としております。 

    ２．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2026 年３月

31 日現在の株主に、本新株予約権付社債の当初転換価額で全て転換された場合の株式数

（15,290,400 株）を加算して計算しております。 

     ３．持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。 

    ４．上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

８. 今後の見通し 

本新株予約権付社債の発行先により調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定

時期 (2)調達する資金の具体的使途」に記載の使途に充当することによって、中長期的な一層の事業拡

大、収益向上及び財務基盤の強化につながるものと考えております。  

なお、本新株予約権付社債による通期連結業績への影響につきましては、今後開示すべき事実が生じま

したら、速やかに開示いたします。 

 

９．企業行動規範上の手続き 

本新株予約権付社債は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこ

とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び

株主の意思確認手続は要しません。 
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10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2024 年３月期 2025 年３月期 2026 年３月期 

売上高 12,738,880 千円 6,859,010 千円 16,995,997 千円 

営業利益 6,363,018 千円 2,528,992 千円 4,875,765 千円 

経常利益 4,993,821 千円 622,225 千円 2,354,163 千円 

親会社株主に帰属する当期純利益 4,155,737 千円 65,779 千円 1,800,700 千円 

純資産額 19,146,765 千円 19,043,767 千円 18,953,870 千円 

１株当たり純資産額 181.05 円 172.18 円 171.06 円 

１株当たり当期純利益金額 39.30 円 0.61 円 16.31 円 

１株当たり配当金 18 円 18 円 18 円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2026 年３月 31 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 117,416,118 株 100.00％ 

（注）潜在株式数については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2024 年３月期 2025 年３月期 2026 年３月期 

始値 244 円 398 円 320 円 

高値 442 円 571 円 448 円 

安値 181 円 298 円 202 円 

終値 399 円 312 円 358 円 

 

最近６か月の状況 

 2026 年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

始値 406 円 420 円 420 円 381 円 379 円 330 円 

高値 426 円 437 円 425 円 420 円 386 円 355 円 

安値 394 円 399 円 356 円 367 円 313 円 313 円 

終値 425 円 427 円 358 円 378 円 326 円 323 円 

注：2026 年６月の値は 2026 年６月 26 日時点の値となります。 

 

③ 発行決議の直近取引日における株価 

 2026 年６月 26 日 

始値 318 円 

高値 324 円 

安値 318 円 

終値 323 円 
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（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

    第三者割当による新株式の発行に係る手取金の使途  

①  払 込 期 日 2024年８月30日 

②  発 行 新 株 式 数 1,700,000株 

③  発 行 価 額 390円 

④  調 達 資 金 の 額 663,000,000円 

⑤  割 当 先 Athos Asia Event Driven Master Fund 

⑥  募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 

112,604,732株 

⑦  発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

賃貸用不動産の取得（新潟） 

663百万円 

⑧  発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

2024年８月 

⑨  現 時 点 に お け る 

資 金 の 充 当 状 況 

賃貸用不動産の取得（新潟） 

663百万円（2024年12月に決済した不動産購入資金の一部に充当して

おります。） 

(注）2024年11月27日に公表した「連結子会社における収益不動産取得に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

 新株予約権の発行及び行使に係る手取金の使途 

①  払 込 期 日 2024年８月30日 

②  発 行 新 株 予 約 権 数 243,000個（１個につき100株） 

③  発 行 価 額 新株予約権１個につき171円 

④  調 達 資 金 の 額 9,518,553,000 円  

（内訳）  

・新株予約権発行分      41,553,000円  

・新株予約権行使分   9,477,000,000円 

⑤  割 当 先 カタリスト株式会社    149,375個 

株式会社悠晴       53,846個 

Cantor Fitzgerald Europe  34,651個 

岩見哲也          2,564個 

新井巌           2,564個 

⑥  募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 

112,604,732株 

⑦  当 該 募 集 に お け る 

潜 在 株 式 数 

24,300,000株 

⑧  現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 等 

放棄 256,400株 

行使 453,900㈱ 

⑨  現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

218,574,000円 
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⑩  発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

① 賃貸用不動産の取得（新潟） 

41百万円 

② 賃貸用不動産の取得（滋賀） 

1,542百万円 

③ 賃貸用不動産の取得（福島） 

6,000百万円 

④ 賃貸用不動産の取得（埼玉） 

1,871百万円 

⑪  発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

① 賃貸用不動産の取得（新潟） 

2024年８月 

② 賃貸用不動産の取得（滋賀） 

2024年９月 

③ 賃貸用不動産の取得（福島） 

2024年11月～2025年１月 

④ 賃貸用不動産の取得（埼玉） 

2025年２月～３月 

⑫  現 時 点 に お け る 

資 金 の 充 当 状 況 

賃貸用不動産の取得 

41百万円（2024年12月に決済した不動産購入資金の一部に充

当しております。） 

177百万円（2025年９月に決済した不動産購入資金の一部に充

当しております。） 

(注１）2024年11月27日に公表した「連結子会社における収益不動産取得に関するお知らせ」及

び2025年６月30日に公表した「連結子会社における収益不動産取得に関するお知らせ」をご参照

ください。 

(注２）当社は、2025年６月30日開催の当社取締役会において、調達資金の充当額及び支出予定

時期を変更することを決議しました。変更後の資金使途及び充当予定時期については、同日付で

公表した「資金使途の変更に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

第三者割当による新株式の発行に係る手取金の使途 

①  払 込 期 日 2024年12月30日 

②  発 行 新 株 式 数 2,658,100株 

③  発 行 価 額 376.2円 

④  調 達 資 金 の 額 999,977,220円 

⑤  割 当 先 Athos Asia Event Driven Master Fund 

⑥  募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 

114,560,518株 

⑦  発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

賃貸用不動産の取得（関東地方） 

961百万円 

⑧  発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

2025年１月～2025年６月 

⑨  現 時 点 に お け る 賃貸用不動産の取得（首都圏近郊） 
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資 金 の 充 当 状 況 961百万円（2025年11月に決済した不動産購入資金の一部に充当して

おります。） 

(注）2024年９月12日に公表した「連結子会社における収益不動産取得に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

10．発行要項 

  別紙に記載のとおりです。 
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（別紙１） 

ＪＡＬＣＯホールディングス株式会社 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項 

 

１．本新株予約権付社債の名称 

ＪＡＬＣＯホールディングス株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約

権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。） 

２．本社債の総額 

金 5,000,000,000 円 

３．各社債の金額 

 金 125,000,000 円の 1 種。各社債の口数は 40 口とし、本社債は、各社債の金額を単位未満に分割す

ることができない。 

４．発行価額 

各社債の金額 100 円につき金 100 円 

５．募集の方法及び割当先 

第三者割当の方法により、GP 上場企業出資投資事業有限責任組合に金 2,375,000,000 円、GP 上場企

業出資 J 投資事業有限責任組合に金 2,625,000,000 円を割り当てる。 

６．申込期日 

2026 年７月 15 日 

７．割当日及び払込期日 

2026 年７月 15 日 

８．利率 

年率 0.5％ 

９．利払日 

毎年１月 15 日及び７月 15 日（初回利払日は 2027 年１月 15 日）とする。利息は、各利払日に、当該

利払日の直前利払日（初回は払込期日）の翌日から当該利払日までの期間について、未償還額面金額

に対して日割計算により支払う。 

利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払日の直前の銀行営業日に繰り上げるもの

とする。 

償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本に

ついて、償還期日の翌日（同日を含む。）から弁済の提供がなされた日（同日を含む。）までの期間

につき、年 14.0％の利率による遅延損害金を付するものとする。 

10．償還期日 

2031 年７月 15 日 

11．償還金額 

各社債の金額 100 円につき金 100 円。ただし、期限の利益喪失、組織再編、上場廃止その他本要項に

定める場合は、本要項の定めに従う。 

12．担保及び保証 

本社債には担保及び保証を付さない。 
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13．社債券及び新株予約権証券の不発行 

本社債について社債券を発行せず、本新株予約権について新株予約権証券を発行しない。 

14．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権の行使により交付する株

式数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、その時点で有効な転換価額で除して得られる最

大整数とする。但し、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する

（当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生す

る場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、

１単元未満の株式はこれを切り捨てる。）。なお、かかる現金精算において生じた１円未満の端数は

これを切り捨てる。当初転換価額 327 円に基づく交付株式数は 15,290,400 株であり、行使後発行済

株式数 117,416,118 株に対する希薄化率は約 13.02％である。 

15．本新株予約権の行使に際して出資される財産 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債

は当該行使により代物弁済により消滅する。 

16．当初転換価額 

当初転換価額は１株につき金 327 円とする。 

17．転換価額の修正 

(1) 転換価額は、2027 年９月末日を初回修正日とし、その後６か月ごとの各修正日に、当該修正日の

直前１か月間の東証における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の 100％に相当する金額へ修正

される。ただし、当該修正は下方修正のみとし、上方修正は行わない。 

(2) 前号の修正における修正下限価額は、278 円とする。 

(3) 平均値は小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。修正後転換価額に１円未満の端数が

生じる場合は、１円未満を切り上げる。 

(4) 本項により転換価額の修正を行う場合、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

修正前の転換価額、修正後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を本新株予約権付社債権

者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用開始日

以降速やかにこれを行う。 

18．転換価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「新株発行等に

よる転換価額調整式」という。）により転換価額を調整する。 

 

 

 

               +        × 

＝       × 

 

                                                           + 

 

(2) 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びそ

の調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

調整後 

転換価額 

既発行普通

株式数 

交付株式数 

１株当たりの発行

又は処分価額 

時価 

既発行普通株式数 交付株式数 

調整前 

転換価額 
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① 時価（本項第(5)号②に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付

する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社又

は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付

株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付す

る場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除

く｡） 

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当

ての場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回

る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）を発行又は付与する場合（但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役

員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権

を除く｡） 

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条

件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、

払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日と

する。）の翌日以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用

する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後転換価

額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 上記①乃至④の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至④にかかわらず、

調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基

準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する

者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

               ―       × 

 

 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

交付普通 

株式数＝ 

調整前 

転換価額 

調整後 

転換価額 

調整前転換価額により 

当該期間内に交付された普通株式数 

調整後転換価額 
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(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記第(4)号に定める特別配当の支払いを実施する場合に

は、次に定める算式（以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調

整式と併せて「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 

 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

時価 ― １株当たりの特別配当 

時価 

 

「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日にお

ける各本社債の金額（金 125,000,000 円）当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額

をいう。１株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨

五入する。 

 

(4) ①「特別配当」とは、2031 年 7 月 15 日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る

各基準日につき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会社法第 455 条第２項及び第

456 条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場

合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。）の額に当該基準日時点における各本社

債の金額（金 125,000,000 円）当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金

額の当該事業年度における累計額が、基準配当金（基準配当金は、2031 年 7 月 15 日までの

間に終了する各事業年度につき、本新株予約権付社債の割当日時点における各本社債の金額

（金 125,000,000 円）当たりの本新株予約権の目的である株式の数に 18.0 を乗じた金額。）

（当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議のうえ合理的に修正され

た金額）を超える場合における当該超過額をいう。 

② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第

454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月 10 日以降こ

れを適用する。 

(5) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨て

る。 

② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価

額を適用する日（但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日）又は特別配当による転換価額調整式

の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ 45 取引日（東証において売買立

会が行われる日をいう。以下同じ。）目に始まる 30 連続取引日の東証における当社普通株

式終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転

換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(2)号⑤に

基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式

の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等に
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よる転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に

当該株式分割により割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。 

④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事

由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整

前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 

(6) 本項第(1)号及び第(3)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額とな

る規定を適用して転換価額を調整する。 

(7) 本項第(2)号及び第(4)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 

① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とする

とき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額

の調整を必要とするとき。 

③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調

整を必要とするとき。 

④ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価

額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると

き。 

(8) 本項により転換価額の調整を行う場合（下限転換価額が調整される場合を含む。）は、当社は、

あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適

用開始日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日まで

に上記の通知を行うことができないときは、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

19．本新株予約権を行使することができる期間 

2027 年９月２日から 2031 年７月 15 日までとする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その

前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、行使することができな

い。 

20．本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。また、本新株予約権の行使により当社の発行済株

式総数が発行可能株式総数を超過することとなる場合、本新株予約権を行使することはできない。 

21．行使請求の方法 

本新株予約権の行使を希望する本新株予約権付社債権者は、行使期間内に、行使請求受付場所に対し

て行使請求に必要な事項を通知する。行使請求は、必要書類が行使請求受付場所に到達し、行使に係

る本社債が当社に取得された日に効力を生じる。 

22．行使請求受付場所 

ＪＡＬＣＯホールディングス株式会社 管理本部 

23．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 田園調布支店 
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24．期限前償還 

(1) 当社に生じた事由による繰上償還 

① 組織再編行為による繰上償還 

組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会の承認が

不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下

「組織再編行為承認日」という。）において、承継会社等（以下に定義する。）の普通株式

がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権

者（以下「本新株予約権付社債権者」という。）に対して償還日（当該組織再編行為の効力

発生日前の日とする。）の 30 日前までに通知の上、残存する本社債の全部（一部は不可）

を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。 

上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ（以下に定義する。）が 100％を超える場

合には、各社債の金額 100 円につき金 100 円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティ

が 100％以下となる場合には、各社債の金額 100 円につき金 100 円とする。 

なお、「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。 

(ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合 

当該普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効

な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、こ

れを百分率で表示する。） 

(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 

会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払わ

れ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日（決議又は決定された日

よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日）の直後の取

引日に始まる５連続取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、

当該５連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで

算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該５連続取

引日において第 18 項に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引

日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、第 18 項に記載の転換価額の調整条項

に準じて合理的に調整されるものとする。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる

吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社とな

る株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株

式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社

組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けら

れることとなるものをいう。 

「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合

併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式

移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこ

れらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるもの

をいう。 

当社は、本号①に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取

り消すことはできない。 
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② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還 

当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買

付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている

全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又

は公開買付者が公表又は容認し（但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当

社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。）、かつ公開買付

者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債

権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済

の開始日を意味する。）から 15 日以内に通知の上、当該通知日から 30 日以上 60 日以

内の日を償還日として、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号①に記載の償還

の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。 

本号①及び第②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の手続が適

用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件

が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合には、本号②号の手続が適用され

る。 

③ スクイーズアウト事由による繰上償還 

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを

対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主

（会社法第 179 条第１項に定義される。）による当社の他の株主に対する株式等売渡請

求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株

式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合（以下「スクイーズアウ

ト事由」という。）、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速

やかに（但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から 14 日以内に）通知した上で、

当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る

当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から 14 銀行営業日目以

降 30 銀行営業日目までのいずれかの日とする｡）に、残存する本社債の全部（一部は不

可）を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償

還するものとする。 

(2) 社債権者の選択による繰上償還 

① 支配権変動事由による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由（以下に定義する。）が生じた場合、当該

事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知

し、当該通知日から 30 日以上 60 日以内の日を償還日として、その保有する本社債の

全部又は一部を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額

で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。 

「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。 

特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株

券等をいう。）の保有者（同法第 27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含

む。）及びその共同保有者（同法第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者をいい、

同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。））の株券等保有割合（同法第

27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいう。）が 50％超となった場合 
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② 社債権者の選択による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由（以下に定義する。）が生じた場合

には、それ以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の 12 銀行営業日以上

前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全

部又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、当社に対し

て請求する権利を有する 

「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。 

当社の 2027 年３月期以降の単体の通期の損益計算書に記載される経常損益が２期連続

して損失となった場合、又は、当社の 2027 年３月期以降の各事業年度末日における単

体の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前事業年度末日における単体

の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の 75％を下回った場合 

③ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義す

る。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による

監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選

択により、当社に対して、償還すべき日の 12 銀行営業日以上前に事前通知を行った上

で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金

額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有す

る。 

「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。 

当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第 601 条第１項各号に定め

る事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度

の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、

当該事業年度の末日の翌日から起算して６か月を経過する日までの期間において債務超

過の状態でなくならなかった場合 

25．担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で

今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債の

ためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社

債とは、会社法第２条第 22 号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第 236 条第１項第３

号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資することが当該新

株予約権の内容とされたものをいう。 

26．期限の利益喪失 

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに本社債につき期限の利益を喪失するものと

する。 

(1) 当社が本新株予約権付社債権者との間で本新株予約権付社債の買取りに関して締結した契約の重

要な事項に違背し、本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領した後 30 日以内にその履

行又は是正をしないとき。 

(2) 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで

きないとき。但し、当該社債の金額（邦貨換算後）が 100,000,000 円を超えない場合は、この限りで

ない。 
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(3) 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をする

ことができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債

務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債

務の合計額（邦貨換算後）が 100,000,000 円を超えない場合は、この限りでない。 

(4) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会におい

て解散（合併の場合を除く。）議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。 

(5) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受

けたとき。 

27．譲渡制限 

本新株予約権付社債又は本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。 

28．資本金及び資本準備金の増加額 

本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

を生じる場合はその端数を切り上げる。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す

る資本金の額を控除した額とする。 

29. 当社による組織再編行為の場合の承継会社等による新株予約権付社債の承継 

当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の

所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本

項第(1)号乃至第(8)号に掲げる内容のもの（以下「承継新株予約権」という。）を交付させるも

のとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係

る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるもの

とし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 

(1) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本

新株予約権の数と同一の数とする。 

(2) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

(3) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行

為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は本要項に

定められる修正及び調整と同様の修正及び調整に服する。 

① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後

に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新

株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において

受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編
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行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該

証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい

承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新

株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使し

た場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を

受領できるように、転換価額を定める。 

(4) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新

株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 

(5) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日か

ら、第 19 項に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、第 19号に準ずる制限に服す

る。 

(6) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

第 20 項に準じて決定する。 

(7) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

定めない。 

(8) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、

会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算

の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げる。増加する資本準備金の額は、資本

金等増加限度額から増加する資本金の額を控除した額とする。 

30．会社法等の改正への対応 

会社法その他の法令又は金融商品取引所規則の改正その他必要な事由が生じた場合、当社は、本要項

の趣旨に従い、必要な読替えその他の措置を講じる。 
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31．その他 

本要項に定めのない事項については、本契約、会社法、金融商品取引法その他関係法令及び金融商品

取引所規則の定めに従う。 

以上 


